
 

【第 10 回】 

 

コミュニケーションにも種類がある 

道具的コミュニケーション 

何かしてほしい 依頼 要求 指示 

 

自己充足的コミュニケーション 

挨拶 雑談 など人間的心を満たす 

 

私的自己意識 

自分が思っている内面的な自分 

 

公的自己意識 

外部からどう見られているか 立ち振る舞いから判断される 

コンピュータを介したコミュニケーションの方が自分自信に素直になりやすい 

 

顔の表情が一番 

次に声の調子 

最後は言葉 

 

ジョハリの窓 

 

 

 

アサーティブなコミュニケーションを目指す 



 

 

 

 

マイクロ技法 

 

 

 

ストレスは 

・最初は抵抗力が低くなる（ショック） 

・次にストレスと闘おうとする（抗ショック相） 

アドレナリンが亢進（たかぶる）される。 

・抵抗器 １週間から１０日ストレス物質であるコルチゾールの分泌 

・疲憊気 抵抗力が低下 身体に支障を来たす 



ストレスの要因に関係なく同じに心身に症状がでる（汎適応症候群）汎用的 

 

症状 

 

 

 

 



 

 

 

 

２週間続けば、管理者は産業保健スタッフに相談が必要 

 

【１１回】 

スクーリング 



 

 

問題が解決した時に、監督者と部下のその件は終了とする 

その件に関してはエンドレスな関係ではない 

 

相談 

わからない事はわからないという 

しかし、知っている情報は与える・自分だったらこうするかもしれない 

という言い方をする 

相談者の側の知識や権限を越えた助言はしない 

 

治療を本人が拒否の場合は家族に受診を相談 

家族も受診を拒否した場合は、強引に受診はさせられない 

産業スタッフと対応を検討する 

 

自殺の可能性が見えた時は 

強引に受診させるのではなく家族の要請を受けて職場が力を貸したという形にする 

 

【１２回】 

産業医の常駐 

常時１０００人以上の労働者 有害業務に常時５００人以上 

 

産業医の選任（外部） 

従業員５０人以上 

 



 

 

2019 年の法改正により産業医の権限（独立性・中立性）が強化された 

 

 

保健師（保険指導のプロ）（事業者は専任義務はない）（外部で良い） 

疾病の診断は出来ない 産業医とのパイプ役や 啓発 相談 早期発見 

 

衛生管理者 

50 人以上労働者だと専任が必要 

事業者より衛生に関する権限を与えられる 

週に１回 事業場を巡視する事 

 

 

10 人～50 人 

衛生推進者（担当者）を選任 

 

外部にある相談機関 

EAP（従業員支援プログラム） 

外部だから気軽に相談できるメリットがある 

 

精神科 心の病 

心療内科 ストレスが内蔵など身体に現れた疾患 

 

入院 19 床以下は診療所 病院ではない 

 

 

うつ病は病気なので心理療法だけで治療する事は出来ない 

 

【13 回】 

復帰支援 



ステップは５つ 

 

 

「治療仕事両立支援のためのガイドライン」発行 

短期で治療の疾病は対象とされていない 

 

 

 

 


